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南信州広域連合議会 全員協議会会議録 

 

令和５年８月２５日（金） 午前１０時５０分 開議 

 

１．開会 

２．議長あいさつ 

３．広域連合長あいさつ 

４．報告・協議事項 

  （１）令和５年度の職員体制の変更について 

  （２）リニア中央新幹線について 

  （３）産業振興と人材育成の拠点事業（エス・バード）の管理・運営状況について 

  （４）飯田創造館閉館への対応状況について 

  （５）信州大学新学部誘致の取組みについて 

  （６）南信州ナンバープレート導入の取組みについて 

  （７）消防指令センター共同運用について 

  （８）飯田広域消防本部から 

  （９）議員視察研修について 

５．閉会 
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南信州広域連合議会 全員協議会 

 

日 時  令和５年８月２５日（金）  午前１０時５０分～午後０時１４分 

場 所  エス・バード ホール 

出席者  河本議員、片桐議員、井原議員、下平議員、後藤（章）議員、 

     木下（幸）議員、後藤（知）議員、後藤（和）議員、串原議員、坂巻議員、 

     宮澤議員、吉田議員、佐々木議員、栗生副議長、平松議員、三浦議員、 

     市川議員、岩口議員、米山議員、大蔵議員、中平議員、清水（優）議員、 

     岡田議員、福澤議員、竹村議員、小林議員、古川議員、木下（徳）議員、 

     山崎議員、熊谷議長、清水（勇）議員、永井議員、井坪議員、 

     佐藤広域連合長、下平副広域連合長、北沢町長、壬生町長、勝野町長、 

     熊谷（秀）村長、西川村長、大久保村長、金田村長、清水村長、永嶺村長、 

     横前村長、市瀬村長、熊谷（英）村長、髙田副管理者、 

     吉川事務局長、小椋事務局次長兼総務課長兼地域医療福祉連携課長、 

     飯田環境センター事務長、北澤消防長、新井消防本部総務課長、中本予防課長、 

     松村警防課長、縄警防課専門幹、伊藤書記長、壬生事務局総務課広域振興係長、 

     久保田事務局総務課庶務係、宮﨑事務局総務課庶務係、平沢事務局専門主査、 

     岡庭町村会事務局長 

 

 

１．開 会 

２．議長あいさつ 

３．広域連合長あいさつ 

４．報告・協議事項 

No 項      目      名 資料 頁 

１ 
令和５年度の職員体制の変更について 

…資料による説明（北澤消防長） 
１ ６ 

２ 
リニア中央新幹線について 

…資料による説明（吉川事務局長） 
２ ７ 

３ 
産業振興と人材育成の拠点事業（エス・バード）の管理・運営状況について 

…資料による説明（吉川事務局長） 
３ ９ 

４ 
飯田創造館閉館への対応状況について 

…資料による説明（吉川事務局長） 
４ 10 

５ 
信州大学新学部誘致の取組みについて 

…資料による説明（吉川事務局長） 
５ 18 

６ 
南信州ナンバープレート導入の取組みについて 

…資料による説明（吉川事務局長） 
６ 19 
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No 項      目      名 資料 頁 

７ 
消防指令センター共同運用について 

…資料による説明（縄警防課専門幹） 
７ 20 

８ 
飯田広域消防本部から 

…資料による説明（松村警防課長、中本予防課長） 
８ 22 

９ 
議員視察研修について 

…資料による説明（伊藤書記長） 
９ 23 

５．閉 会 
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１．開 会                                午前１０時５０分 

（熊谷議長）  それでは、ただいまから全員協議会を開会いたします。 

 

２．議長あいさつ 

（熊谷議長）  開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

        それこそ、今年の猛暑にはもううんざりしているところでございますけれども、ちょ

っと飯田観測所の状況を、私、調べてみましたら、７月から昨日の８月２４日までに３

５度以上の猛暑日というのが、全部で５５日あるわけですけれども、そのうち１５日間

ありまして、３０度以上の真夏日というのは、これがまた４８日ということで、ほとん

ど毎日がもう真夏日から猛暑日ということで、昨年はちょっと冷夏ということもあった

んでしょうけれども、１０日間ぐらい多い状況かというふうに出ておりました。 

        また、今後まだまだ真夏日が続きそうでございますけれども、私のような高齢者にと

っては非常に厳しい日が続きそうでございまして、皆様もお体には十分御自愛をしてい

ただければというふうに思います。 

        昨日の新聞報道によりますと、５月に５類に変わったコロナ感染症ですけれども、定

点観測で、県内は先週よりも１．５倍弱増えている。 

        また、入院患者も２８０人ということで、県独自の医療警戒アラート、警報の発出基

準の３００人に今迫っており、飯田下伊那においても、先週からやっぱり１．５倍とい

うことで、感染者が非常に増えてきております。お盆の帰省や夏祭りなどの移動や接触

が増えたことも原因というふうに思われますけれども、重症化が少ないとはいえ、入院

患者も増えておりますし、今後注意していかなければならないなというふうに思ってお

るところです。２０代の感染者が多いようですけれども、マスクの着用者も減ってきて

おりますし、医療警戒アラートの警報が発出されるようなことになれば、またイベント

の自粛ですとか行動制限などによって、経済への影響も非常に心配されるところでござ

います。 

        経済と言えば、この物価高によりまして、ガソリンがいよいよ２００円を超えるよう

な状況になってきておりますし、猛暑による野菜の不作や、昨日から始まりました処理

水の海洋への放出ということで、この風評被害も心配なところで、さらなる物価高の高

騰につながらなければいいなというふうに懸念しておるところでございます。 

        それぞれの自治体におかれましては、それこそ事業者ですね、子育て世代への補助や

支援など、実施が検討されてきておられるというふうに思いますけれども、各自治体に

は限度がありますので、国においても対応策を早急に実施していただきたいなというふ

うに思っておるところでございます。 

        さて、本日の協議事項につきましては、残念ながら見送りとなりました信大情報系新

学部の誘致について、先ほど、連合長のほうからもお話もありましたけれども、今後の

取組み等についてを協議いただくと。 

        また、創造館の閉館に伴う代替施設としてのこの旧地場産業センターの件、また、南

信州ナンバー導入の件など、郡市民に非常に関心の高い事項が含まれております。 

        議員の皆様におかれましては、十分な活発な協議をお願いいたしまして、全員協議会

に当たりましての、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 
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３．広域連合長あいさつ 

（熊谷議長）  次に、広域連合長に、挨拶を願うことといたします。 

        佐藤広域連合長。 

（佐藤広域連合長） 先ほどは臨時会におきまして、提案した議案につきまして、御決定をいただきま

してありがとうございました。 

        先ほどの閉会の一言でも申し上げましたとおり、当面する諸案件についての考えにつ

きましては、先ほどの開会挨拶のほうで申し上げさせていただきましたけれども、この

後のやり取りの中でまた補足すべき点があれば申し上げたいと思います。 

        なお、コロナの件ですが、議長の挨拶の中で触れていただきましたように、当地域に

おきましても、非常に患者数、陽性者数が増えているという状況ではあるんですけれど

も、ポイントは高齢者施設にこれが波及しない。高齢者世代に波及しない。特に高齢者

施設の中に波及しないというところであります。若い人の場合は多少熱が出たりしても、

あまり重症化しないということなんですけれども、やはり高齢者の皆さんはそのリスク、

重症化のリスクがどうしても高いし、施設においては陽性者が出た場合に、それがクラ

スターとなって、施設の運営が難しくなる。入所してる方々だけではなくて、職員の皆

さんにクラスターになってしまったときには、人手をほかから充てることができないの

で、施設の運営そのものが非常に厳しくなる。そういったことになりますので、感染の

広がりの中で、特に若者世代から高齢者世代への感染、これを何とか食い止めたいとい

うことであります。これは御家庭においても、地域においてもそうなので、ある程度感

染者が増えているという状況の中で、ぜひ高齢者世代に感染していくことを防いでいく。

そのポイントはもちろんマスクとかもあるんですけれども、この時期においてはエアコ

ンをつけることで換気が十分できないという、そういうことにならないように、換気を

しっかりする。そういったことはお願いをしたいと思って、いろいろな場所で啓発をし

ています。 

        議員の皆様方にも、いろんな場所で挨拶をする機会が多いと思いますので、コロナに

ついてはそういう、高齢者世代に広がっていかないように。特に室内においては、エア

コンをつけて換気を怠るということにならないように、換気に努めていただきたいとい

うことをおっしゃっていただけるとありがたいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

（熊谷議長）  ありがとうございました。 

 

４．報告・協議事項 

（１）令和５年度の職員体制の変更について 

（熊谷議長）  それでは、報告・協議事項に移ります。 

        初めに、「令和５年度の職員体制の変更について」を議題といたします。 

        執行機関側の説明を求めます。 

        北澤消防長。 

（北澤消防長） それでは、令和５年度飯田広域消防職員体制の変更について、御報告させていただき

ます。 

        資料ナンバー１の飯田広域消防の欄を御覧いただきたいと思います。 
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        ７月１日付で、職員体制の変更を行いました。 

        ４月より総務課長でありました、下平正樹を新たに総務課専門幹とし、総務課長には、

伊賀良消防署長でありました、新井悟を。伊賀良消防署長に、高森消防署長補佐であり

ました、桐山亨大としましたので、御報告いたします。 

        今年度、この職員体制で、飯田広域消防の事業推進を図ってまいります。引き続き、

よろしくお願いいたします。 

        報告は以上でございます。 

（熊谷議長）  説明が終わりました。御質疑はございませんか。 

        （「なし」との声あり） 

（熊谷議長）  なければ、説明のございました「令和５年度の職員体制の変更について」は、聞きお

くことといたします。 

（２）リニア中央新幹線について 

（熊谷議長）  次に、「リニア中央新幹線について」を議題といたします。 

        執行機関側の説明を求めます。 

        吉川事務局長。 

（吉川事務局長） それでは、リニア中央新幹線について、御説明を申し上げます。 

        お手元の資料２－１－１を御覧いただきたいと存じます。 

        この資料は、５月の３１日に東京で開催されました、リニア中央新幹線建設促進期成

同盟会の総会での決議でございます。この決議に基づきまして、総会終了後、国土交通

省などへの要望活動が実施されたというふうにお聞きをしております。内容につきまし

ては、資料を御確認いただければなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

        次のページの要望書につきましては、先ほど申し上げましたように、総会後に行われ

た要望で使われました要望書でございまして、決議と同様の内容となっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

        続きまして、資料ナンバー２－２を御覧いただきたいというふうに存じます。 

        こちらにつきましては、７月の２１日に飯田市で開催されました、リニア中央新幹線

建設促進長野県協議会の総会での決議の内容でございます。内容につきましては、ＪＲ

東海に対する要望、要請という内容になっているというふうに思っております。 

        当日は、阿部知事も出席をいただきまして、この決議書にありますように、８項目に

わたります決議をされたということでございます。よろしくお願いをいたします。内容

につきましては、資料を御覧いただきたいというふうに存じます。 

        続きまして、資料ナンバー２－３を御覧いただきたいというふうに存じます。 

        こちらにつきましては、８月の１７日の日にＪＲ東海が実施をしております、要対策

土の不溶化対策試験の現地の視察を実施をいたしましたので、そのときに配付されまし

た資料でございます。この資料に基づきまして、若干説明をさせていただきます。 

        最初の図面は、この不溶化対策を実施している現地の位置図でございまして、御覧の

とおり、小渋川の非常口の付近で試験をしているというところでございます。 

        続きまして、次のページを御覧いただきます。 

        こちらは、航空写真でございまして、左側のところにありますのが不溶化試験を施工

している箇所ということでございます。 

        続きまして、３ページ目でございますけれども、この要対策土の対策につきましては、
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幾つかの対策の方法があるということで、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄということで例示がされてお

りますけれども、今回視察をさせていただきました、現在、ＪＲ東海で行われている不

溶化の対策というのは、この資料でいきますと、Ｂの対策に当たるということで説明が

ございました。 

        続いて、４ページはその不溶化の内容ということでございまして、不溶化材を混合い

たしまして、重金属等の溶出量を低減するということで、この効果について、現在試験

をしているという内容でございます。 

        次に、５ページ目でございますけれども、こちらの内容につきましては、この対策を

したものと、対策をしていない要対策土を、それぞれ野外で雨水等にさらしまして、そ

の効果を検証しているというものでございます。左上の写真がその試験の状況でござい

ます。その下の写真は、それをさらに施工をした場合にどういう効果が得られるかとい

うことを、実際に試験施工をして確認をしているという、その写真でございます。 

        次のページ、６ぺージでございますけれども、この不溶化の持続性等の確認をしてい

るということでございまして、左の写真は先ほど申し上げたとおりでございまして、右

側のグラフを御確認いただきたいと思いますけれども、赤が対策をしていない無処理の

対策、要対策土の状況、それから下のブルーの部分が不溶化の対策をしたものに対する

現在の結果ということで、ホウ素濃度とヒ素濃度をそれぞれ試験をしているということ

で、御覧いただきましたように、いずれも対策土につきましては基準値を下回る状況に

なっているということで御覧いただければなというふうに存じます。  

        それから、７ページでございますけれども、実際にそれを想定されます活用方法とい

うことで試験施工をいたしまして、同様の効果が得られるかどうかというのを、現在確

認をしているということで、現在その試験の内容といたしますと、断面図という図面に

ありますように、盛土への活用を想定したもの、それから擁壁への活用を想定したもの、

それぞれ実際に試験施工を行いまして、今モニタリングをしているという、そういう状

況でございます。 

        それから、８ページにつきましては、その試験施工の状況の写真でございます。それ

ぞれこのような形で施工をして効果を確認しているということでございます。 

        ９ページは、その試験施工の実施状況ということで、こんな手順でやっているという

ことでの写真でございます。 

        １０ページ以降は、今後の進め方ということで説明があったものでございますけれど

も、ＪＲ東海といたしましては、有識者が参加する検討会を開催をして、有識者の皆さ

んに助言を得ながら試験を実施していくという説明があったところでございます。 

        １１ページにつきましては、安全性確保のための取組みということで、ＪＲ東海さん

がお考えになっている今後の進め方を記載してございます。 

        それから、１２ページでございますけれども、具体的な活用事例ということで、現在

実際に実施している活用事例等の例示を資料として提供いただいたというものでござい

ます。 

        １３ページがＪＲ東海さんが望ましいと考えている、その要対策土の不溶化対策をし

た上での活用方法として、望ましいと考えている活用例の例示があったところでござい

ます。特に、赤いアンダーラインが引かれた部分について、こんなような活用ができる

のではないかという、そういう説明があったところでございます。 
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        １４ページを御覧いただきたいと思います。 

        実際に、候補地については、こんなような形で活用に向けた手続を進めていければな

ということで説明があったところでございます。 

        私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（熊谷議長）  説明が終わりました。御質疑はございませんか。 

        清水勇議員。 

（清水勇議員） 今説明いただきました。６ページ、７ページにつきまして、ホウ素、ヒ素等に対する、

これを試験結果とかそういうことを説明いただいたんですが、それぞれ今後そういう形

の中で試験施工というのも今お聞きしましたが、雨水に対して、ここの中でいきますと、

貯水槽等で一旦ためといて、雨水等の要水槽でためといて、また確認をするというよう

なことがありましたが、例えば今のようにゲリラ豪雨とか量が多いようなときとか、そ

れに対応するような、一応試験とはいえ、そういうことをしておられるのか、それとも

その試験結果によっては実際やったときにはそういう雨水槽の大きさも要らないという

結果出る可能性があるかもしれませんが、そこら辺の対策等について、ＪＲ東海のほう

では何かあったんでしょうか。ここでちょっとＪＲ東海の説明に対してなんで、質問と

してはちょっとと思いますが、そこら辺のところの考えをお聞きしていればと思います

が、いかがでしょうか。 

（熊谷議長）  吉川事務局長。 

（吉川事務局長） 御指摘のとおり、実際の施工という面ではそういったことが考えられるのかなとい

うふうには思いますけれども、その点についてはＪＲ東海さんからの具体的な御説明と

いうのは特にございませんでした。 

（熊谷議長）  清水勇議員。 

（清水勇議員） はい、分かりました。その点については、やっぱりもしあったときには今後立場上と

いうか、お聞きしてまいりたいと思っておりますので、ここでは多分その程度の答弁し

かないなと思いました。ありがとうございました。 

（熊谷議長）  ほかにございませんか。よろしいですか。 

        （「なし」との声あり） 

（熊谷議長）  なければ、説明のございました「リニア中央新幹線について」は、聞きおくこととい

たします。 

（３）産業振興と人材育成の拠点事業（エス・バード）の管理・運営状況について 

（熊谷議長）  次に、「産業振興と人材育成の拠点事業（エス・バード）の管理・運営状況について

を議題といたします。 

        執行機関側の説明を求めます。 

        吉川事務局長。 

（吉川事務局長） それでは、資料ナンバー３を御覧いただきたいと存じます。 

        令和４年度のエス・バードの管理・運営状況ということでございまして、指定管理者

であります南信州・飯田産業センターから報告を受けたものを、本日説明をさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

        １として、管理業務の実施状況ということで、コロナウイルス感染症の影響というも

のが引き続きあったというふうに思っておりますけれども、令和４年度につきましては

臨時休館といったことの措置はすることがなく、実際の使用人数等の制限をするという
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中で、施設の活用をいただきながら施設利用をお願いするというような１年となったと

いうことでございました。 

        利用状況につきましては、令和３年度と比べて、ほぼ横ばいの状況であったというふ

うに報告を受けております。 

        ３の利用料に関わる収入の実績でございますけれども、こちらにつきましては前年度、

３年度に比べて１３％の減少となったという報告がございます。こちらの大きな要因に

つきましては、令和３年度につきましてはこのホールがコロナワクチンの県の接種会場

ということで活用をいただいたということで、その利用料金収入分が令和４年度につき

ましては実施がなかったということで、減少に働いたということでございました。 

        ４の管理に係る経費の収支状況ということで、そういうことで利用料収入につきまし

ては若干減少はあったんですけれども、全体といたしましては何とか賄うことができた

と、管理費用については何とか賄うことができたということで報告をいただいておると

ころでございます。 

        次に、２ページ目でございますけれども、指定管理者の評価といたしましては、エ

ス・バードの設立の目的に沿った成果を上げることができたというふうに評価をしてい

るということでございました。 

        この産業センターの取組みについては以下のとおり、御承知のように、信州大学関連

では共同研究講座ということで、航空機システム共同研究については引き続き、それか

らランドスケープ・プランニングにつきましては、令和４年度に担当の教員の方が着任

されまして、この４月から開校をしているという状況でございます。 

        また、飯田工業技術試験研究所につきましては、５台の環境試験機器を導入をいたし

まして、それを高度に利用をしていくために「部門長」を置いて、引き続き活用に努め

ているということでございます。 

        次のページでございますが、３ページ目、（３）のその他にございますように、次世

代空モビリティ分野への取組みということで、昨年、福島ロボットテストフィールドと

の連携協定を締結をいたしまして、次世代空モビリティ分野に対する取組みも始まった

という状況というふうにお聞きをしております。 

        ４ページにつきましては、その他、産業センターの事業の状況が項目として整理され

ております。 

        続いて、次のＡ３の折り込みの表でございますけれども、事業の収支について、明細

表がつけてございますので、よろしく御覧いただければなということでよろしくお願い

いたします。 

        次のペーパーにつきましては、職員体制の資料でございますので、御確認いただけれ

ばなということでよろしくお願いいたします。 

        私からの説明は以上とさせていただきます。 

（熊谷議長）  説明が終わりました。御質疑はございませんか。よろしいですか。 

        （「なし」との声あり） 

（熊谷議長）  なければ、説明のございました「産業振興と人材育成の拠点事業（エス・バード）の

管理運営状況について」は、聞きおくことといたします。 

（４）飯田創造館閉館への対応状況について 

（熊谷議長）  次に、「飯田創造館閉館への対応状況について」を議題といたします。 



－11－ 

        執行機関側の説明を求めます。 

        吉川事務局長。 

（吉川事務局長） それでは、飯田創造館の閉館への対応状況ということで説明をさせていただきたい

というふうに思います。 

        お手元の資料の、まず資料ナンバー４－１を御覧いただきたいというふうに思います。 

        連合長のごあいさつにもありましたように、広域連合といたしまして、飯田創造館の

閉館に伴う活動の場所について、活動の場を確保するために広域連合といたしまして、

旧地場産業センターと、その隣接する施設を提案をさせていただいておりまして、今、

協議の場ということで、利用者の皆さんと協議をしているという状況でございます。 

        この資料ナンバー４－１につきましては、７月の２３日、それから２７日に、利用者

の皆様にその施設の現地を見ていただきたいということで見学会を開催をさせていただ

いております。その資料でございます。 

        まずは、航空写真でございまして、建物の配置が分かるような資料でございます。 

        続いて、次のページが、旧地場産業センター本体の１階の平面図でございまして、着

色した部分を利用者の皆さんには活用いただけるのかなということで示したものでござ

います。床面積と天井高を表示してございますので、そんな形で御覧いただければなと

いうことでございます。 

        さらに、その次のページにつきましては、隣接します旧工業技術センターの建物、こ

ちらにつきましては全館を基本的には御活用いただけるのかなということでお示しした

ものでございます。 

        さらに、その次のページにつきましては、旧ＥＭＣセンターということで、こちらも

全ての部分を御活用いただけるのかなということで示させていただいている資料でござ

います。 

        その次のページでございますけれども、現行の飯田創造館、それから私どものほうで

提案させていただいております旧地場産業センター等の、それぞれ床面積を比較をさせ

ていただいたものでございまして、御覧のように、若干面積は少のうございますけれど

も、床面積で比べますと、まず現在の飯田創造館に匹敵するぐらいの面積は確保できる

のかなというふうに考えておるところでございます。 

        続きまして、次のページでございます。資料１－参考とした資料でございます。 

        こちらは７月の２７日に、第２回協議の場の資料として、県のほうから提出された資

料でございまして、利用者団体の皆さんと個別相談等をしてまいりましたけれども、そ

の中でいただいた要望を少し整理をしてまいったものでございます。 

        １の部分は、団体の分野ごとの課題というふうに考えております。 

        それから、２番とすると、展示会をするための会場の確保が必要だということ。 

        それから、３番といたしまして、備品等の保管場所が必要だというような課題、御要

望いただいておりますので、それを整理をしたということで、私どもとすると、こうい

った課題に対応するために、旧地場産業センターの活用というのを提案をしてまいった

という、そういう経過でございますので、よろしくお願いをいたします。 

        それから、その次のページ、資料２というふうに書かれたものでございますけれども、

この新しい活動の場ということで提案しております旧地場産センターの管理運営がどう

いう形が考えられるのかということで、１案として提案をさせていただいた資料でござ
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います。 

        特に、２番について、活用いただくのに当たって、その運営団体というようなものを

作っていただくのがいいのかなということで提案をさせていただき、さらに３といたし

まして、いわゆる「公の施設」という形での設置は考えていないということを御説明申

し上げたところでございます。 

        委員の皆様からは非常に唐突な提案だというような御意見もいただきまして、こちら

の部分につきましては若干仕切り直しをして、さらに具体的な提案をしていく必要があ

るのかなというふうに、事務局としては考えているところでございます。 

        いずれにいたしましても、利用団体がその活動を継続をできるということが重要かな

というふうに思っていますので、これを第一に考えながら、県や飯田市と連携をいたし

まして、今後支援を行っていきたい、協議も行っていきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

        それから、次のページ、資料ナンバー４－２につきましては、飯田創造館閉館に関す

る経緯についてということで、改めて飯田創造館の閉館に関する経緯を整理をさせてい

ただいておるところでございます。 

        お手元の２ページ目になりますが、５月の２９日の連合長、それから利用者団体との

懇談については、ここまでにつきましては前回の全協でも報告をさせていただいており

ますので、説明は省かせていただければなということでございます。 

        ここで３つの提案をさせていただいたということでございますけれども、それを実際

に３者で協議をさせていただく場ということで、７月５日の日に第１回協議の場が開催

をされたところでございます。 

        先ほど申し上げましたように、７月の２３、２７に現地見学会ということで開催をし、

２７日には引き続きまして、第２回「協議の場」ということで開催をしてまいったとい

う状況でございます。 

        私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（熊谷議長）  説明が終わりました。御質疑はございませんか。 

        岡田議員。 

（岡田議員）  資料２についてお願いいたします。 

        旧地場産センター管理運営の考え方についてということで、７月２７日の第２回「協

議の場」において、この資料の内容が説明されたということでお聞きいたしました。こ

の場に参加された方々が唐突感を覚えたということで、事務局としては仕切り直しが必

要というお話もいただいたところです。 

        特に、項目の３番にあります、新たな活動の場は、地方自治法第２４４条第１項に規

定する「公の施設」とはしないということについて、当日参加された創造館利用者の

方々が、そもそも「公の施設」ってどういう意味なんだとか、「公の施設」とはしない

とはどういう状況を指すのかが分からず戸惑ったということでお聞きしておりまして、

これは無理もない心境だったなと察しているところであります。 

        この項目の３番を正面から理解しようとすると、委託や指定管理もしないというふう

にも受け止められますが、どのような意図だったかお聞かせください。 

（熊谷議長）  吉川事務局長。 

（吉川事務局長） 議員御指摘のとおり、説明に対しまして、そういった御意見をいただいておるとこ
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ろでございます。一定の説明はしたつもりではございますけれども、なかなか分かりづ

らかったのかなということで、それにつきましては反省をしておるところでございます。 

        この「公の施設」とはしないという内容の趣旨でございますけれども、まずは南信州

広域連合の共同事務といたしまして、文化・芸術活動の拠点施設の設置というものは含

まれていないという状況でございます。もしこれを行うとすれば、構成市町村の理解を

得まして、広域規約の変更が必要になるのかな、広域規約の第４条の部分かと思います

けれども、そういった手続が必要になるのかなというふうに思っておるところでござい

ます。 

        当然のことながら、利用者の皆さんの活動の場を確保するのが大変重要な課題だとい

うふうに理解しておるところでございますけれども、飯田創造館の設置及び閉館を決定

したのは県でございまして、これに代わる「公の施設」を広域連合が設置するというこ

とに関しては、なかなか理解をいただくというのは難しい部分があるのかなというふう

に考えているところでございます。広域連合は、利用者の皆さんの活動の場を確保する

ために所有している施設を提供するというのが、今回の考え方でございまして、利用者

の皆さんからすると、何となく突き放されたというようなふうに感じてしまったという

可能性はあるのかなというふうに思っておるところでございます。 

        いずれにいたしましても、施設の在り方でありますとか、管理運営の方法につきまし

ては、これから利用者の皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思っておりますの

で、その点につきましては寄り添った対応を今後もしていきたいというふうに考えてお

るところでございます。 

        その施設の所有者といたしまして、建物本体の機能を維持するための改修だとか、必

要な管理というのは、当然広域連合が行う必要があるというふうに考えておるところで

ございまして、今後利用者の皆さんと協議しながら、長野県や飯田市さんとも連携をい

たしまして、新たな活動の場として、必要な施設の整備の内容を検討してまいりたいと

思っておるところでございます。 

（熊谷議長）  岡田議員。 

（岡田議員）  施設の維持管理は広域連合が担っていくということでお聞きいたしました。それと、

決して突き放した考えを持ってるわけではなくて、これから寄り添った対応で協議して

いかれるという、そういう御答弁でしたので安心いたしました。 

        そうは言っても、比較的規模の大きな施設になりますので、管理運営を担っていかれ

る団体というのは事務や財務の、後は運営方針の決定責任だとか、そういったことが求

められるのかなと思います。 

        一方で、利用団体、利用者の皆さんというのは基本的に個人や少人数のグループであ

りますので、これに応じられるだけの組織化をするというのは一朝一夕ではいかないの

かなと考えますが、その組織化の立ち上げ支援というものは考えていかれるのかどうか

をお聞きいたします。 

（熊谷議長）  吉川事務局長。 

（吉川事務局長） 現在、運営団体の設置そのものは、まだ行政からそういう提案をしているという状

況でございますので、今後、利用者の皆さんと協議をして、どうするかということを決

めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。運営団体等の設置をお願

いできる状況というふうになったといたしましても、議員御指摘のように、利用者団体
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の皆様に、現時点での団体運営のノウハウが蓄積されている。あるいは、そういったノ

ウハウがあるということは、言ってみれば当然の状況でございますので、協議の場でも

申し上げてまいっておりますけれども、飯田市や県とも協力しながら、その点につきま

しては行政といたしまして寄り添った対応をしてまいりたいというふうに考えておると

ころでございます。よろしくお願いいたします。 

（熊谷議長）  岡田議員。 

（岡田議員）  最後に発言させていただきます。 

        今の御答弁内容で分かりました。それで、じゃあ組織を考えていこうかなという、そ

ういう立ち上げの意欲喚起をしていくには、行政の直営と比べて、民営のほうがメリッ

トがあるんだよと示していくことが大事ではないかなと考えます。例えば現状ですと、

ある程度大きなスペースの展示場で発表をするときに、公共施設だとポストカードの販

売もできないとかそういった利用制限があって、何とかならないかと、住民の方から相

談いただいたこともあります。民営化することで、こうした裁量権も広がると、そうい

ったメリットを例示していくことが必要ではないかと思いますが、最後にこの点につい

てお聞きいたします。 

（熊谷議長）  吉川事務局長。 

（吉川事務局長） いわゆる民によるマネージメントというような体制のメリットはどうかというよう

な御指摘かと思いますけれども、私どもがまず考えましたのは、そもそも文化芸術活動

というのは自由で自立的なものであるべきだなというふうに思っておりまして、活動さ

れる方々自身の意思によって行われるものでございまして、その拠点となる施設につい

ても、文化芸術活動を行う方々自身の意思によって運営がされるというのが、いわば理

想的な姿ではないかなというふうに思って提案をしたというところが一つございます。 

        建物につきましては、極力制限を設けずに、自由に使っていただきたいというふうに

考えていきたいというふうに思っておりますし、組織運営の上で、利用者の皆さんが当

然不得意な分野というものも当然あると思いますので、その点につきましては行政が責

任を持って支援をしていきたいというふうに思っております。 

        また、施設運営だとか自主事業などを実施する上で、当然財源確保ということが必要

となると思っております。この財源確保をするために、国でありますとか、県、あるい

は市町村、または民間のものも考えられますけれども、各種の支援策の採択を受けると

いう面でも、いわゆる民営団体のほうが有利に働くのではないかというふうに考えてお

るところでございます。よろしくお願いいたします。 

（熊谷議長）  ほかに御質疑はございませんか。 

        井坪議員。 

（井坪議員）  ただいまのやり取りの中でちょっと確認をしときたいことがあるんですけれども、今

後の維持管理について、広域連合のほうで担うような、ふうな発言が今あったと思うん

ですが、ちょっと確認をしたいと思うんですが、どこでどう、それが決められたのか、

あるいはそういうふうになったのか、御説明願いたいと思います。 

（熊谷議長）  吉川事務局長。 

（吉川事務局長） 先ほど答弁をさせていただきましたのは、建物そのものの機能を維持するための部

分につきましては、所有者であります広域連合が責任を持つべきかなというふうに思っ

たところでございます。 
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        それ以外の、今回のいわゆる活動の場として、使うために整えられるものにつきまし

ては、今後、県等と調整をしながら、その負担につきましては相談をしてまいりたいと

いう、まだそういう状況でございます。 

（熊谷議長）  井坪議員。 

（井坪議員）  そもそも論で言えばですね、県が決定したことなわけですよね。閉館っていう。その

言ってみれば、後処理というか、利用者のため、皆さんのための補填を一生懸命広域連

合で考えていると。その挙げ句に財源までね、我々が見ていくということが本当にいい

のかどうか。確かに建物という施設は我々の持ち物ですから、維持管理に関わればいい

んですけども、それをそもそも論からしてみて、我々が全く負担していくという方法を

決めてしまっていいのかどうか、その点についてはどうですか。 

（熊谷議長）  吉川事務局長。 

（吉川事務局長） 議員御指摘のとおり、新たな活動の場にするための整備に関する費用については、

これは基本的には県等に求めていきたいというふうに考えております。ただ、今ある施

設そのものをというのも、放っておいても、ある程度老朽化が進んだりと、一定のメン

テナンスというのは必要な部分でございますので、そういったものについては所有者で

ある広域連合が責任を持つというのは、これは施設を活用するしないに関わらず、必要

になってくる部分かなと思っておりますので、そういった面につきましては所有者が責

任を持つべきかなという、そういう趣旨でございますので、よろしくお願いいたします。 

（熊谷議長）  井坪議員。 

（井坪議員）  「協議の場」ですから、県も出てるわけですよね。私はかなり強く県に対応を求める

べきだと、財源も含めてですね。何かこう話だけ決めておいて、後はそっちでやれやれ

というような、そんな感覚にどうも受けるんですね。見ていると。ただ、筋書でいくと、

建物に関する維持管理は所有者がやっていくと、これは分かるんですけども、そもそも

そうしなくてはならないのはなぜかというところを、県にこれからも強く要望していた

だきたいと、広域連合長にも要望しておきます。 

（熊谷議長）  そのほか質疑はございませんか。 

        坂巻議員。 

（坂巻議員）  １０番、坂巻です。先般も一般質問をこの件でさせていただいておりますので、どう

してもここで発言をさせていただきたいなと思っております。 

        利用者の気持ちとしては、今でも現状の建物に執着しているのは間違いないところで

ございますけれども、相乗効果とかそういう意味で言っても、教室やその学びの場であ

るところでは総合的な相乗効果で利用してきたと思うんですけれども、考える会を立ち

上げたりとかそういうところで、１年据え置くような話も聞いておりますけれども、そ

の辺がいかがでしょうか。 

        それと今、広域連合が受け皿として、立場上、上下関係のところで、利用者にとって

もどこかで受け皿になっていただきたいというところもあると思います。寄り添ったと

いう、今、事務局長の話もありましたけども、ぜひその辺もお願いしたいところですけ

れども。誠に言いにくい話ですけれども、広域連合においてのその御当地ナンバーにお

いては、しっかり二度、三度のアンケートといったところで取られておりましたけれど

も、県のこうした創造館においては、言い方悪いんですけれども、一方的現状変更によ

って突き放されたという気持ちがあるんですけれども、長野県のやり方としてはこうい
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ったことがこれからも創造館に変わらず、ほかの場面でも出てくるような、そういう心

配を危惧をしております。ぜひ利用者の気持ちの分かっていただくような、そうした対

応を、ぜひ県にもしっかり求めて言っていただきたいと思います。 

        その辺でちょっと質問にもなりませんけれども、１年ほど見送らせていくような情報

がありましたけれども、そういう考える時間を与えていただけるんでしょうか。その辺

をちょっとお聞きしたいと思います。 

（熊谷議長）  佐藤連合長。 

（佐藤広域連合長） 県の手つきにつきましては、私のほうから特別申し上げませんけど、事の経緯と

しては県のほうで閉館やむなしという結論を出されて、利用者の皆さんの場所の確保に

ついては基本的には既存の公共施設でという、そういうことで広域連合や飯田市はじめ

とする市町村が協力をする、そういうところからスタートしてるわけですけれども、そ

の中で既存の公共施設はなかなか難しい方々もいらっしゃる、そういうことがだんだん

明らかになってきましたので、そういった意味では、現在利用していない地場産センタ

ーの部分、あるいはＥＭＣセンターや検査センターとして使っていたもの、これらを場

所として御提供する、そういった形で活動場所の確保を一緒に考えていきましょうと、

そういう御提案をさせていただいたということです。 

        ただ、その県のほうでは、そういう意味では５年度末、６年３月の閉館という、そう

いうスケジュールがそのままだとそういった活動場所をどう確保するかとか、その管理

運営をどのようにやっていくかという、その時間がないということなので、１年、最大

１年の猶予の中で、そういったものを決めていきましょうと、そういう形で県のほうか

らも提案があったということです。そういう今、環境の中で、具体的にどういう形で施

設を利用し、またそれを運営していくかということが「協議の場」で話し合われている

わけであります。 

        先ほど、井坪議員からも御指摘があったように、そもそも閉館をする創造館というの

は県の施設でありますし、その県の施設を利用していた方々の活動場所を確保する、そ

ういうことですので、県が前に出て、そういった検討をしていくということが原則だと

思っています。協議の場では、事務局長がメンバーとして出てますけれども、その基本

的なスタンスは持った上で、かつまた利用者の皆さんの活動場所がしっかり確保される

ということでやっていくということでございます。 

        広域連合が創造館を代わって新たに作ると、そういうことではないもんですから、そ

ういった意味で利用者の皆さんには創造館がなくなるという思いは引き続きあるのかも

分かりませんけれども、今申し上げたような経緯の中で、それぞれの立場の者が協力を

して活動を継続させる方向に向かって努力をしていくと、そういうことですので、広域

連合としてもその一員として協力をしていきたいということでございます。 

（熊谷議長）  坂巻議員。 

（坂巻議員）  １０番、坂巻です。ありがとうございました。 

        とにかく繰り返しになりますけれども、北高南低と言われる中で、やはり県が手を引

くようなことにならないように、ぜひしっかり要望活動なり、話によって、この創造館

が維持できるように、ぜひ。閉館は決まっておりますけれども、ぜひ受け皿になってい

ただくようにお願いしたいと思います。 

        以上です。 
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（熊谷議長）  要望でよろしいですか。 

        そのほか質疑ございますか。 

        木下徳康議員。 

（木下徳康議員） 私も資料２についてお聞きしたいと思います。今までも質疑があったところですが、

この資料自体は、南信州広域連合と飯田市がこの「協議の場」に対して提案を、案とな

ってますが、提案をしたという理解でよろしいでしょうか。 

（熊谷議長）  吉川事務局長。 

（吉川事務局長） そのとおりでございます。 

（熊谷議長）  木下徳康議員。 

（木下徳康議員） そうしますと、今後、この考え方について、案ではなくて、考え方を示していくと

いうことになりましょうか。 

（熊谷議長）  吉川事務局長。 

（吉川事務局長） 先ほど来申し上げておりますように、私どもといたしますと、協議の場でございま

すので、その出席している利用者団体の皆様、それから県、広域連合等がそこで協議を

して、最終的な結論を得ていくということだと思っております。その協議の案として、

行政が提案できることについてはこれからも提案をするということでございますが、行

政のほうから一方的にこういうふうにしていきますというような、そういう趣旨の提案

ではないというふうに思っております。 

（熊谷議長）  木下徳康議員。 

（木下徳康議員） 分かりました。思いますのは、先ほど説明の中にもありました、この２番のところ

ですが、利用を希望する団体は、団体間の連絡調整等を行う組織を設立し、ここに対し

て、さっき御答弁の中では、ここには南信州広域連合としても支援をしていくというよ

うな言葉があったかと思います。 

        そしてまた、この４番のところで「協議の場」とありますが、この「協議の場」とい

うのがこの全体の考え方、ここの紙面にはどういう組織かっていうのがないので、こう

やって文章が残っていくと、ここに今日も資料として出してもらってますし、考えると

きのよりどころになるので、新しい考え方が更新されているようならば、それは随時出

していただけると判断しやすいかと思いますので、要望いたします。 

（熊谷議長）  要望でよろしいですか。 

        そのほか質疑はございますか。 

        清水勇議員。 

（清水勇議員） 前回の全協でも、この件についてちょっと言わせてもらいました。そしてまた、連合

長からも先ほど方向性として説明がありました。そしてこの創造館につきましては、や

っぱり利用者とこういう形の中で改めて協議会というか、話を持っているということに

対しては広域の運営としては敬意を表したいと思います。 

        そして、この創造館の件につきましては、これ長野県が運営してるものであるという

ことと、ここの飯田下伊那の広域連合としては、このエス・バードとか、地場産がまだ

県のものであると。その両方をやはり運営してるっていう形の中でいきますと、やはり

３番にあったような、「公の施設」とはしないというのはやはり先ほどの説明もありま

したけど、私は問題じゃないかなと思いますので、この点についてはまたしっかり方向

性を出していってもらいたいと思います。 
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        また、６月のたしか県議会で、この飯田下伊那の関係した地域の県議が、一般質問を

しておると思います。この創造館については。そのときに多分、県の方向性もある程度

出されておると思います。そういうことを踏まえた上で、もう長野県としては創造館は

やはり県が直接じゃなくて、指定管理、もしくはたしか財団か何かっていう形の運営を

しておると思います。他の創造館については。そこら辺のところを、やはり他の運営方

法とも確認をしてもらう中で、この創造館に代わるものについては、やはり検討して取

り組んでいってもらいたいと思っておりますが、その点のところは踏まえて進めておら

れると思いますが、今一度お聞きしたいと思います。 

（熊谷議長）  佐藤連合長。 

（佐藤広域連合長） 質問について、交通整理がいると思います。県の創造館というのは、佐久と飯田

の２か所あります。いずれも直営ではなくて指定管理に出ています。文化振興財団とい

う財団が運営しています。飯田創造館についてもそうですので、今度それを閉館すると

いうことになったときに、その利用団体の皆さんの活動場所をどう確保するかという、

そういうことが必要だということです。「公の施設」にするかしないかということです

けども、「公の施設」にするということは設置目的を決め、それでその目的を行政とし

て担うことを明らかにし、その上で管理運営の方法については指定管理があったり、直

営があったりするわけですけれども、今回につきましては、南信州広域連合が県に代わ

って創造館を設置するというわけではないので、「公の施設」という位置づけをするこ

とは難しかろうと思っています。場所として御提供するので、それをどう使うかについ

て、「協議の場」で決めていこうとしているということです。 

        以上です。 

（熊谷議長）  清水勇議員。 

（清水勇議員） そういう形の中で、私の聞き方もあれでしたが、運営してるとは思いますけれども、

やはり創造館がなぜ問題かというのは、この飯田市の文化施設として使ってる人たちに

とっては、今後やはり方向性として分かりやすく示して取り組んでいくことが重要だと

考えておりますので、今いろんな意見が出てるんじゃないかと思います。そういう形の

中ではこれからも今やってるそれぞれの利用する団体との話をまたしっかりしていただ

きながら、方向性を持って進めていただければと思っておりますので、これは私の意見

として、要望としてお話ししたいと思います。 

（熊谷議長）  はい、要望でございます。 

        そのほか質疑はございますか。よろしいですか。 

        （「なし」との声あり） 

（熊谷議長）  なければ、説明のございました「飯田創造館閉館への対応状況について」は、聞きお

くことといたします。 

（５）信州大学新学部誘致の取組みについて 

（熊谷議長）  次に、「信州大学新学部誘致の取組みについて」を議題といたします。 

        執行機関側の説明を求めます。 

        吉川事務局長。 

（吉川事務局長） それでは、信州大学新学部誘致の件につきまして、資料ナンバー５をまず御覧いた

だきたいというふうに思います。 

        この件に関します経過をまとめたものでございます。最初のほうは既に御報告をして
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ございます。今年の７月の９日でございますけれども、信州大学新学部誘致推進協議会

の総会を開催をさせていただきました。その件につきまして、資料ナンバー５－２に少

しまとめてございますので、御覧をいただきたいと思います。本日追加で配付をさせて

いただいた資料でございます。 

        一番最後のところですけれども、会場には２５０名ほどの皆さんにお集まりをいただ

きまして、議案については全て承認をされたということでございます。その中で、佐藤

会長からこのような説明があったということで整理をさせていただいております。書い

てある内容につきましては、資料ナンバー５－３につきまして、さらに詳しい情報が載

っておりますので、それを御覧いただきたいというふうに思います。資料ナンバー５－

３につきましては、総会の中で連合長が説明をするにあたりまして使用した資料でござ

います。詳しい内容、私のほうから説明は省略させていただきますけれども、こういっ

た中で、国の政策の方向性が少し変わってきたということ。それから信州大学の中での

検討というものも、その時点では特に情報はなかったわけですけれども、多分少し変更

があるんだろうなということを踏まえて、当日、総会でもって、こういった運動の方向

性というものを御確認いただいたということだったのかなというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

        すいません、資料ナンバー５に戻っていただきまして、そういった中で７月の３１日

に信州大学の理事の方が飯田市、長野市の両市に対して、情報系人材の養成に関わる大

学側の方向性というものを説明いただいたということでございます。 

        先ほども申しましたように、この方針変更につきましては、７月９日の総会では、言

ってみれば折り込み済みというようなことで、まずこういったような方向性の変更があ

るんだろうなということを予想した上で、総会での運動方針の確認というのをしてきた

という経過かなというふうに思っております。 

        先ほど連合長のほうからもあったように、８月の３日の日に信州大学のホームページ

でコメントを発表されまして、理工系の大学院レベルでの高度情報専門人材の養成を拡

充するということで対応していきたいという、そういう表明があったところでございま

す。これに対しまして、８月の４日、翌日に、佐藤会長の名前で協議会のメールマガジ

ンでメッセージを発信をさせていただいております。真ん中あたりでございますけれど

も、当地域といたしましては、先日行われた信州大学進学部誘致推進協議会総会で確認

したとおり云々ということで、これまで行ってきた大学と連携した取組みや地域の特徴

や将来性、目指す姿などを整理し、新学部設置の必然性を持つ分野、当地域の強みを生

かせる新たな発展領域（ＧＸ等）でございますけれども、そういった分野を念頭に、４

年制大学の設置実現を今後も目指していきたいというふうに考えているというメッセー

ジを発信させていただいたという経緯でございます。 

        私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（熊谷議長）  説明が終わりました。御質疑はございませんか。よろしいですか。 

        （「なし」との声あり） 

（熊谷議長）  なければ、説明のございました「信州大学新学部誘致の取組みについて」は、聞きお

くことといたします。 

（６）南信州ナンバープレート導入の取組みについて 

（熊谷議長）  次に、「南信州ナンバープレート導入の取組みについて」を議題といたします。 
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        執行機関側の説明を求めます。 

        吉川事務局長。 

（吉川事務局長） 続きまして、資料ナンバー６を御覧いただきたいと存じます。 

        図柄入りナンバープレートのデザイン案応募の状況について、御報告をさせていただ

きます。 

        ５月の１日から６月の１９日の期間で、図柄入りナンバープレートのデザイン案の募

集を行いました。その中で応募数が３３８作品という結果でございました。それに加え

まして、飯田青年会議所さんでお取組みをいただきました小学生図柄コンテストの優秀

作品２０点を加えまして、計３５８作品を対象にこれから検討していくという状況でご

ざいます。青年会議所さんのコンテストの応募作品の総数は、資料にありますように、

１，２６５作品という状況でございます。従いまして、３５８作品が対象ということで、

その中から住民投票に付す作品の絞り込みというのを行ってまいるということでござい

ます。 

        作品の内訳でございますけれども、いわゆるイラストレーターで作成されました電子

ファイル作品が３０点、それからそれ以外の手書きの作品、これはイラストレーターと

いうグラフィックソフト以外のグラフィックソフトで作成された作品を含んでおります

けれども、３２８ということでございます。 

        それから、応募していただいた方の内訳でございますけれども、御覧のとおりでござ

いまして、それぞれ学校の授業でありますとか、部活動などに取り入れていただいて、

取組みをいただいたというところが非常に多くの作品を応募していただいたということ

の背景にあるのかなというふうに思っております。 

        こういった中で、私どもといたしましては、多くの若年層、特に若年層の皆様を中心

に、南信州という地域について思いをめぐらせていただく、非常に貴重な機会になった

のかなというふうに思っておるところでございます。８月中には住民投票の対象となる

作品を、こちらは有識者等による図柄デザイン検討委員会というものを設置をさせてい

ただいておりまして、ここでの絞り込み、５作品程度かなと思っておりますけれども、

絞り込みを行いまして、９月中には住民投票を開始をしてまいりたいなというふうに思

っております。その結果を受けて、当地域としての図柄というのを決めていきたいとい

うことで、１２月末までに国へ申請をするというのが期限となっておりますので、そう

いったことに間に合うように事務を進めてまいりたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

（熊谷議長）  説明が終わりました。御質疑はございませんか。よろしいですか。 

        （「なし」との声あり） 

（熊谷議長）  なければ、説明のございました「南信州ナンバープレート導入の取組みについて」は、

聞きおくことといたします。 

（７）消防指令センター共同運用について 

（熊谷議長）  次に、「消防指令センター共同運用について」を議題といたします。 

        執行機関側の説明を求めます。 

        縄警防課専門幹。 

（縄警防課専門幹） 昨年の１１月に検討結果の中間報告をさせていただきました。今回、検討結果に

ついて、御報告させていただきます。 
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        お手元の資料ナンバー７以降に、４５ページでまとめてございます報告書がございま

すが、資料ナンバー７のＡ３版の概要版で御報告させていただきます。 

        初めに、１ページを御覧ください。 

        具体的な検討としまして、共同指令センターにおける効果を、住民サービス、消防体

制の基盤の教化、財政効果の３つの視点から検討しており、その結果は以前に報告させ

ていただきましたとおり、住民サービスの拡充や大きな財政効果が見込まれます。 

        ２ページを御覧ください。 

        大まかな財政効果としまして、有利な起債の対象となる初期整備費用のほか、５年後

の部分更新費用、保守費用及び通信費用などをトータルした１０年間のコストを試算し

た上で、単独で整備した場合と共同整備による場合を比較し、その財政効果を消防本部

ごとに表しました。 

        ①の表は、本部ごとの単独整備費と共同整備費の比較を記載しております。単独整備

では防災対策事業債、共同整備では緊急防災・減債事業債といった、どちらも起債活用

後の金額で比較しております。 

        ①の表で、飯田広域消防本部では、単独整備と比較して、共同整備では約３億６，０

００万円削減額があり、削減率は６２．７７％です。 

        ②の表は、初期整備費に加え、５年後の部分更新費と１０年間の保守費及び通信費等

を記載しております。１０年間での削減金額は約３億９，０００万円で、削減率は２９．

０５％となります。 

        飯田広域消防本部と木曽広域消防本部全体の金額では、７億９，９００万円の削減金

額で、３８．０％の削減率となります。 

        なお、この試算につきましては、メーカー３社の平均値を使用し、案分率につきまし

ては基準財政需要額を使用しております。 

        ３ページを御覧ください。上段の運営方式ですが、全国的にも多い、それぞれの主体

性を維持したまま責任体制を分離できる「協議会方式」が望ましいと考えております。 

        中段の費用の負担方法及び負担割合を御覧ください。 

        先ほどの費用の試算では、負担割合を基準財政需要額割１００％を用いて試算を行い

ましたが、案分方法につきましては、基準財政需要額、人口、面積、災害件数など、い

ろいろな要素があります。先行事例では、さらに②の表にお示ししましたとおり、複数

の要素を組み合わせて案分を行っております。運営団体発足前に案分方法を決定するこ

とが必要となってきます。 

        ４ページを御覧ください。 

        設置場所及びスケジュールです。①を御覧ください。 

        設置場所ですが、財政効果である緊急防災・減災事業債の期限が令和７年度事業完了

であり、着実に整備を行うことや整備費用を抑制するという観点と、現在のシステムを

稼働しながら２重化工事を行うために、飯田広域消防本部２階部分を設置候補場所とし

ております。 

        ②を御覧ください。 

        運用開始日ですが、国の財政支援の期限である令和７年度中の整備完了が必要なこと

から、運用開始を令和８年４月とし、それに向けて両本部で調整を進めていきたいと考

えております。 



－22－ 

        ③を御覧ください。 

        スケジュールですが、緊急防災・減災事業債の必要書類でもあります連携協力実施計

画の策定や共同指令センターの運営団体の設立など、当面のスケジュールをお示ししま

した。 

        下段の四角の中を御覧ください。 

        令和５年６月１４日、連合会議にて消防指令センター共同運用について進めていくこ

とで承認いただきました。 

        木曽広域連合では、５月１２日に開催されました連合会議で、共同運用について進め

ていくことで承認されております。 

        今後、９月１１日に木曽広域連合と協定の締結式を行い、両広域連合で共同指令セン

ターを、令和８年４月運用開始目指し、事務を進めていくことに関して合意形成を行い

ます。そして、令和６年度の協議会設立を目標に、令和５年１０月１日から両消防本部

の職員による準備委員会を設置しまして、詳細について検討を行っていきます。 

        また、１１９番通報を受信している現在の指令係についても、準備委員会でシステム

や運用等について専門的に検討を行い、司令部門の業務や機能を集約し、効率化を図る

ため、令和５年１０月１日から飯田広域消防本部に通信指令課を新設する予定です。 

        消防指令センター共同運用検討結果の報告は以上でございます。 

（熊谷議長）  説明が終わりました。御質疑はございますか。よろしいですか。 

        （「なし」との声あり） 

（熊谷議長）  なければ、説明のございました「消防指令センター共同運用について」は、聞きおく

ことといたします。 

（８）飯田広域消防本部から 

（熊谷議長）  次に、「飯田広域消防本部から」を議題といたします。 

        執行機関側の説明を求めます。 

        松村警防課長。 

（松村警防課長） 令和５年上半期「消防統計」の概要について、御報告いたします。 

        資料の末尾に、令和５年上半期「消防統計」、資料の概要編とデータ編を用意してご

ざいますが、概要版で御報告いたしますので、資料ナンバー８－１を御覧ください。 

        火災の主な特徴です。 

        火災は４２件で、前年同期比３件の減少、過去１０年間では最も少ない件数となって

おります。火災による死者は３人で、いずれも６５歳以上の高齢者です。負傷者は４人

で、そのうち２人が高齢者です。出火原因につきましては、１位「たき火」、２位「放

火・放火の疑い」となっております。 

        次に、救急の主な特徴です。 

        出動件数は３，８３７件で、前年同期比２０９件の増加。救急統計を開始した昭和６

２年以降、過去最多の出動となりました。種別では、急病が６７．７％となっておりま

す。搬送された方、３，６７２人につきまして、年齢区分別では高齢者が７２．３％、

程度別では軽症が４３．９％となっております。救急の現場に居合わせた住民による応

急手当実施状況は、心肺停止症例１３３件のうち、１０２件、７６．７％で心肺蘇生が

行われています。 

        次に、救助の主な特徴です。 
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        出動件数は５１件で、前年同期比２件の増加となっております。事故種別では、交通

事故が１８件と最も多く、次いで、建物等による事故が８件、水難事故が７件となって

おり、交通事故が全体の３５．２％を占めております。 

        以上が、令和５年上半期「消防統計」の概要でございます。 

        続きまして、熱中症疑いによる救急搬送の状況について、御報告いたします。 

        資料ナンバー８－２を御覧ください。 

        ５月１日から８月１３日までの速報値になりますが、９９人の方が熱中症疑いで搬送

されており、昨年同日比２名の増加となっております。 

        年齢区分では、高齢者が６６人で、３分の２を占めており、発生場所では、屋内が５

４人で、半数以上を占めております。 

        なお、本日朝までの搬送人員につきましては、お盆が過ぎても暑い日が続いたことか

ら、昨年同日比１９人増加の１２１人となっております。今後も暑い日が予想されるこ

とから、熱中症警戒アラートが発令された場合、市町村の御協力をいただき、防災行政

無線を通じて、熱中症予防広報を実施してまいりたいと考えております。 

        御報告は以上でございます。 

（熊谷議長）  中本予防課長。 

（中本予防課長） 令和５年・令和４年の火災発生状況について、予防課長の中本が御報告いたします。 

        資料ナンバー８－３を御覧ください。 

        ８月１４日、午前８時現在の火災発生状況ですが、４９件となっており、昨年との同

日比で１件の増となっています。 

        なお、本日までの件数に変化はございません。たき火など、屋外での火の取扱いに起

因する火災は２１件となっており、昨年同日比で４件の減少となっております。 

        飯田広域消防では、今年度から全庁的に実施している小学校防災教育において、火災

予防教育を行うとともに、高学年児童の各家庭へ防火チラシを配布するなど、秋口から

の火災多発期を見据えての様々な施策で火災予防の取組みを進めてまいります。 

        飯田広域消防からの報告は以上でございます。 

（熊谷議長）  説明が終わりました。御質疑はございませんか。 

        （「なし」との声あり） 

（熊谷議長）  なければ、説明のございました「飯田広域消防本部から」は、聞きおくことといたし

ます。 

（９）議員視察研修について 

（熊谷議長）  次に、「議員視察研修について」を議題といたします。 

        書記長の説明を求めます。 

        伊藤書記長。 

（伊藤書記長） 議員視察研修について、御説明をさせていただきます。 

        資料ナンバー９を御覧をいただきたいと思います。本日、お配りした資料でございま

す。 

        第１回臨時会後の全員協議会におきまして、御確認をいただきました視察研修につい

て、視察研修結果がまとまりましたので、御説明いたします。 

        なお、ウィズコロナの観点から、昨年度と同様に２グループで実施し、本年度につき

ましては１泊２日の管外視察を計画いたしました。 
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        初めに、コース１でございますが、期日は１０月１６日月曜日から１７日火曜日でご

ざいます。視察先として、豊橋市の道の駅とよはしでございますが、２０１９年５月に、

豊橋初の道の駅としてオープンし、２０２１年の来場者数が２２０万人を突破しており

ます。農業を中心に豊橋市の魅力を発信している施設で、昼食場所を兼ねて視察を予定

しております。 

        同じく、豊橋市で、バイオマス利活用センターでございますが、下水汚泥、し尿・浄

化槽汚泥、生ごみを集約し、メタン発酵により再生可能エネルギーであるバイオガスを

取り出し、ガス発電のエネルギーとして利活用しており、発酵後に残った汚泥は炭化燃

料に加工している施設で、海外からの視察も多数と伺っております。 

        続いて、島田市の基幹相談支援センターでございますが、地域の福祉に関する相談支

援の中核的役割を担う機関で、２市２町で取り組んでいる事例となります。 

        令和４年４月に設置が市町村の努力義務化され、当地域でも設置を検討しているとこ

ろでございます。 

        最後に、北杜市のＪＲ小淵沢駅でございますが、飯田市リニア駅周辺整備計画のデザ

インを監修いただいております、北川原先生デザインの駅舎でございます。 

        行程案につきましては、記載のとおりでございます。 

        続いて、コース２でございます。 

        期日は、１０月２４日火曜日から２５日水曜日でございます。視察先として、永平寺

町の自動運転移動サービスでございますが、本年５月２１日より国内初のレベル４での

自動運転移動サービスが開始されております。レベル４とは、特定エリアにおいて、自

動運行装置が運行操作の全部を行う状態でございます。試乗つきの視察でございます。 

        高岡市でございますけれども、北陸新幹線高岡駅周辺整備事業と富山県西部消防指令

センターでございます。 

        北陸新幹線高岡駅につきましては、リニア中央新幹線長野県駅同様に郊外に設置され

ている状況から、類似点がございます。 

        また、消防指令センターについては、平成２６年から共同運用を開始しており、高岡

市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市の５市からの１１９番通報は全てセンターへ入

り、センターから出動指令を行っている先進事例でございます。 

        行程案は記載のとおりでございますが、自動運転移動サービスの視察が先方の都合に

よりまして、午後から午前に変更となったため、現在、午後の行程を調整しておるとこ

ろでございます。交通手段につきましては、両コースとも貸し切りバスでございます。 

        今後のスケジュールでございますが、来週中に議員視察研修の案内を発送し、その後、

参加希望コースの取りまとめを行い、９月中旬には参加者を確定いたしたいと思ってお

ります。 

        コースごとの参加希望人数によっては調整をさせていただく場合がございますので、

あらかじめ御了承ください。 

        説明は以上でございます。 

（熊谷議長）  説明が終わりました。御質疑はございませんか。 

        （「なし」との声あり） 

（熊谷議長）  なければ、説明のございました件については、御確認いただきますようお願いをいた

します。 
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        そのほか、何かございませんか。 

        伊藤書記長。 

（伊藤書記長） 第１回の臨時会のときに御確認をさせていただきましたけれども、広域連合、特に消

防本部からの議員各位への緊急的な連絡方法につきまして、確認をお願いし、その後に

御回答をいただいたところでございますが、現在メールでの連絡希望者が２６名、引き

続きファクシミリでの連絡希望者が７名という状況でございます。本年度につきまして

は、緊急連絡をさせていただく事案は発生しておりませんが、メールでの連絡を希望さ

れた議員に対しまして、一度送信テストをさせていただきたいと思います。 

        つきましては、８月２８日月曜日、１時３０分頃でございますけれども、消防本部か

らメールを送信いたしますので、メールの受信が確認できましたら、御返信をお願いし

たいと思います。お手数をおかけしますが、よろしくお願いをいたします。 

        また、先ほど新たな広域連合議会の各委員会名簿を皆様にお配りしてございますので、

御確認をお願いをいたします。 

        以上でございます。 

（熊谷議長）  今の説明で何か御質疑はございますか。よろしいですか。 

        では、そのようによろしくお願いいたします。 

 

（熊谷議長）  執行機関側から何か御発言はありますでしょうか。よろしいですか。         

 

５．閉 会 

（熊谷議長）  それでは、議事終了いたしましたので、以上をもちまして、全員協議会を閉会といた

します。 

        御苦労さまでございました。 

 

閉 会  午後０時１４分 
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